
　指定期間が５年間又は３年間であるため、債務負担行為を設定する。

(単位：千円)

49,893 16,975 181,475 16,975                     

85,342 579,269 85,342

16,975 16,975 16,975

17,068 181,906 17,068                     

149,556

　【調整の内容】
　　要求どおり計上。

H33年度

H34年度

114,963 49,875 164,838

-          -          -      

-          16,998 16,998 16,998

493,927

H35年度 -          -      

計 344,371

H32年度

年度
指定管理料

H31年度 114,801

　事業概要等

  １　事業の概要

　　県管理港湾施設については、平成18年４月より地方自治法第244条の２に基づき指定管理者制度を導入しているが、平成30年
　度末に指定期間が満了する。
　　葉山港・湘南港については、東京2020オリンピック競技大会・セーリング競技を成功に導くとともに、県が次期指定管理者の
　募集を行うに当たり、大会を通じて得られた経験を反映させるため、現在の指定管理者の指定期間を３年間延長することとし
　た。
　　真鶴港については、平成31年４月１日から平成36年３月31日までの５年間を指定期間として、改めて指定管理者の指定を行っ
　た。
　　県議会平成29年第３回定例会、平成30年第１回、第２回及び第３回定例会において議決された指定管理者の指定管理料の債務
　負担行為を設定する。

　２　債務負担行為設定理由

　３　限度額の積算内訳

財源内訳

湘南港 葉山港 真鶴港 計 特定財源(指定管理者納付金) 一般財源

164,500

49,788 17,326 181,915 17,326                     164,589

114,607

493,927

査
　
定
　
額

579,269
平成29年度

～
平成30年度

-
平成31年度

～
平成35年度

579,269 - - 85,342 493,927

　

見
　
積
　
額

579,269
平成29年度

～
平成30年度

-
平成31年度

～
平成35年度

579,269 - - 85,342

限  度  額

前年度末までの
支 出(見込) 額

当該年度以降の
支 出 予 定 額

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

一般財源

期　間 金　　額 期　間 金　　額
国　庫
支出金

県　債 その他

局名 県土整備局 所属名 砂防海岸課　（直通　045-210-6505） （単位　千円）

事
　
　
　
項

港湾指定管理費

 

債　務　負　担　行　為　見　積　書
31 年度


